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本

文

篇
ま
え
お
き

岩
村
藩
刊
『
祥
刑
要
覧
』
の
本
文
は
、「
祥
刑
要
覧
巻
上
」
の
総
題
の

下
で
、「
経
典
大
訓
」「
先
哲
論
義マ

マ

」「
善
者
為
法
」「
悪
者
為
戒
」
と
題
さ

れ
た
四
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
元
和
中
刊
本
、
寛
永
元
年
刊
本
、

寛
永
四
年
刊
本
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
の
三
者
で
は
「
先
哲
論

義
」
の
「
義
」
が
「
議
」
と
な
っ
て
い
る
。
岩
村
藩
刊
本
の
若
山
序
文
に

も
「
先
哲
論
議
」
と
あ
る
。
東
洋
文
庫
所
蔵
『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
で
も

「
議
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、「
先
哲
論
議
」
と
い
う
題
名
が
正
し
い
。

本
訳
注
で
は
「
経
典
大
訓
」
を
第
一
章
、「
先
哲
論
議
」
を
第
二
章
、「
善

者
為
法
」
を
第
三
章
、「
悪
者
為
戒
」
を
第
四
章
と
す
る
。「
経
典
大
訓
」
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は
、
儒
教
の
経
書
及
び
そ
の
注
釈
の
中
か
ら
、
刑
罰
や
裁
判
に
関
わ
る
文

章
を
抜
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
。「
先
哲
論
議
」
は
、
刑
罰
や
裁
判
に
つ

い
て
の
先
人
の
意
見
の
抜
書
き
で
あ
る
。「
善
者
為
法
」「
悪
者
為
戒
」
は
、

両
者
合
わ
せ
て
「
善
悪
法
戒
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
(本
文
末
尾
）、
善
い

裁
判
官
が
善
い
報
い
を
受
け
、
悪
い
裁
判
官
が
悪
い
報
い
を
受
け
た
話
の

抜
書
き
で
あ
る
。

ち
な
み
に
『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
で
は
、
全
四
巻
の
う
ち
巻
一
に
「
経
典

大
訓
」「
先
哲
論
議
」
が
、
巻
二
に
「
善
者
可
法
」「
悪
者
可
戒
」
(そ
こ

で
は
「
為
法
」「
為
戒
」
で
は
な
く
「
可
法
」「
可
戒
」
と
な
っ
て
い
る
。）

が
収
め
ら
れ
、
巻
三
に
、
呉
訥
が
刪
正
し
た
『
棠
陰
比
事
』
の
裁
判
逸
話

が
八
十
話
収
め
ら
れ
て
い
る
。
巻
四
は
、
陳
察
(序
文
篇
附
三
を
参
照
。）

が
附
加
し
た
部
分
で
、「
続
編
」
と
題
さ
れ
て
い
る
(前
稿
「『
棠
陰
比
事

原
編
』『
棠
陰
比
事
続
編
』『
棠
陰
比
事
補
編
』
と
呼
ば
れ
る
裁
判
逸
話
集

に
つ
い
て
」
(『
法
史
学
研
究
会
会
報
』
第
十
二
号
掲
載
、
二
〇
〇
八
年
）

を
参
照
。）。

訳
注
に
当
た
っ
て
、
内
容
の
切
れ
目
に
従
っ
て
、
各
章
の
本
文
を
い
く

つ
か
の
節
に
分
け
た
。
各
節
の
見
出
し
は
訳
注
者
が
つ
け
た
。

第
一
章

経
典
大
訓

第
一
節

『書
経
』
舜
典
の
刑
罰
体
系

岩
村
藩
刊
本
の
第
一
丁
表
の
本
文
の
は
じ
ま
り
か
ら
第
二
丁
裏
第
三
行

ま
で
を
第
一
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
を
含
め
て
第
十
丁
表
第
七
行
ま
で
の

部
分
は
、
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、『
書
経
大
全
』
巻
一
か
ら
の
抜
書

き
で
あ
る
こ
と
は
、
比
べ
て
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

第
十
丁
表
第
七
行
ま
で
の
部
分
は
、
日
本
の
江
戸
時
代
の
各
刊
本
に
は
存

在
す
る
が
、
明
の
陳
察
が
増
補
し
た
『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
に
は
存
在
し
な

い
。
お
そ
ら
く
は
、
呉
訥
が
編
集
し
た
も
と
の
『
祥
刑
要
覧
』
に
は
そ
の

部
分
が
存
在
し
た
が
、
冗
長
で
あ
る
と
し
て
陳
察
に
よ
っ
て
省
か
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
日
本
の
各
刊
本
は
呉
訥
の
『
祥
刑
要
覧
』
の
も
と
の
姿
を
伝

え
て
い
る
、
と
考
え
る
。

『
書
経
大
全
』
は
、
明
の
成
祖
が
永
楽
十
二
年
(一
四
一
四
）
に
翰
林

院
学
士
の
胡
広
(一
三
七
〇
～
一
四
一
八
）
ら
に
命
じ
て
編
纂
さ
せ
、
翌

年
に
成
っ
た
『
五
経
四
書
大
全
』
の
一
つ
で
あ
る
。『
五
経
四
書
大
全
』

は
、
礼
部
か
ら
天
下
に
刊
行
さ
れ
、
科
挙
の
受
験
勉
強
用
の
テ
キ
ス
ト
に

指
定
さ
れ
た
(『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
五
、
経
部
、
易
類
、
周
易
大
全
の

項
、『
明
史
』
巻
七
十
、
選
挙
志
）。『
書
経
大
全
』
は
景
印
四
庫
全
書
所
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収
本
を
見
た
。

【和
訳
】

『
尚
書
』
の
舜
典
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
舜
は
、
法
定
刑

で
あ
る
五
刑
の
内
容
を
公
示
し
、
五
刑
を
科
す
る
の
を
免
除
す
べ
き
と
き

は
流
刑
を
用
い
、
鞭
刑
を
官
吏
に
対
す
る
刑
と
し
、
扑
刑
を
学
生
に
対
す

る
刑
と
し
、
五
刑
を
贖
う
べ
き
と
き
は
銅
を
納
め
さ
せ
、
過
失
や
天
災
が

原
因
で
罪
を
犯
し
た
人
は
赦
し
て
釈
放
し
、
権
勢
を
笠
に
着
て
罪
を
犯
し

た
人
や
反
省
す
る
こ
と
な
く
何
度
も
罪
を
犯
し
た
人
は
、
死
刑
を
含
む
実

刑
に
処
し
た
。「
慎
重
に
し
よ
う
。
慎
重
に
し
よ
う
。
刑
を
科
す
る
こ
と

は
慎
重
に
し
よ
う
。」
と
裁
判
官
を
戒
め
た
。

【原
文
】

祥
刑
要
覧
巻
上

都
台
致
政
海
虞
呉
訥

経
典
大
訓

尚
書
舜
典
曰
、
象
以
典
刑
、
流
宥
(原
注
。
音
又
。）
五
刑
、
鞭
作
官

刑
、
扑
(原
注
。
普
卜
反
。）
作
教
刑
、
金
作
贖
(原
注
。
神
蜀
反
。）
刑
、

眚
(原
注
。
所
景
反
。）
災
肆
赦
、
怙
(原
注
。
音
戸
。）
終
賊
刑
。
欽
哉

欽
哉
、
惟
刑
之
恤
哉
。
(以
上
、
第
一
丁
表
第
一
行
か
ら
第
六
行
。）

【訓
読
】

尚
書
の
舜
典
に
曰
く
、
象あ

ら
わす
に
典
刑
を
以
て
し
、
流
も
て
五
刑
を
宥ゆ

る

(原
注
。
音
は
又
。）
し
、
鞭
も
て
官
刑
を
作な

し
、
扑
(原
注
。
普
卜
の

反か
え
し。）
も
て
教
刑
を
作な

し
、
金
も
て
贖
(原
注
。
神
蜀
の
反か

え
し。）
刑
を
作な

し
、

眚
(原
注
。
所
景
の
反か

え
し。）
災
な
れ
ば
肆
赦
し
、
怙
(原
注
。
音
は
戸
。）

終
す
れ
ば
賊
刑
す
。
欽つ

つ
しま
ん
か
な
、
欽
ま
ん
か
な
、
惟こ

れ
刑
を
之
れ
恤う

れ

え

ん
か
な
。
と
。

以
上
は
『
書
経
』
の
「
舜
典
」
の
文
章
で
あ
る
が
、『
書
経
大
全
』
巻

一
か
ら
の
抜
書
き
で
あ
る
こ
と
は
、
音
注
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

以
下
、
第
一
丁
表
第
七
行
か
ら
第
十
丁
表
第
七
行
ま
で
は
、
一
字
分
、
段

下
げ
さ
れ
て
い
る
。

【和
訳
】

「
象
(あ
ら
わ
す
）」
と
は
、
天
が
現
象
を
起
こ
し
て
(原
文
。
垂
象
。

『
周
易
』
繫
辞
上
に
「
天
垂
象
、
見
吉
凶
、
聖
人
象
之
。」
と
あ
る
。）

人
々
に
示
す
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
典
」
と
は
常
(き
ま
り
、
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訥
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さ
だ
め
）
の
意
味
で
あ
る
。
定
め
ら
れ
た
刑
を
人
々
に
示
す
の
で
あ
る
。

『
尚
書
』
呂
刑
に
記
さ
れ
て
い
る
入
れ
墨
・
鼻
削
ぎ
・
足
切
り
・
宮
刑
・

死
刑
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
五
つ
の
正
刑
で
あ
る
。
か
の
「
元
悪
大
憝タ

イ

」

(人
々
か
ら
大
い
に
憎
ま
れ
る
大
悪
人
。『
書
経
』
康
誥
に
出
て
く
る
言

葉
。）
や
、
人
を
殺
し
た
り
、
人
を
傷
害
し
た
り
、
壁
を
う
が
ち
塀
を
乗

り
越
え
て
盗
み
を
働
い
た
り
、
姦
通
し
た
り
(原
文
。
穿

淫
放
。『
三

国
志
』
巻
二
十
二
、
魏
書
、
陳
羣
伝
に
「
淫
放
穿

之
姦
」
の
語
が
出

て
く
る
。）、
ゆ
る
す
こ
と
が
で
き
な
い
罪
す
べ
て
に
対
す
る
刑
で
あ
る
。

「
流
も
て
五
刑
を
宥ゆ

る

す
。」
と
は
、「
流
」
は
罪
人
を
送
り
出
し
て
遠
く

へ
去
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。「
舜
典
」
の
下
文
に
出
て
く
る
「
流
」「
放
」

「
竄
」「
殛
」
の
類
が
こ
れ
で
あ
る
(「
欽
哉
欽
哉
、
惟
刑
之
恤
哉
。」
の

文
に
続
い
て
、「
舜
典
」
に
「
共
工
を
幽
洲
に
流
し
、
驩

を
崇
山
に
放

ち
、
三
苗
を
三
危
に
竄
し
、
鯀
を
羽
山
に
殛
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。）。

「
宥
」
は
寛
の
意
味
で
あ
る
。
流
刑
は
、
罪
が
や
や
軽
く
、
五
刑
に
当
た

る
け
れ
ど
も
酌
量
す
べ
き
事
情
が
あ
る
と
き
、
法
律
の
適
用
に
疑
い
が
あ

る
と
き
、
そ
し
て
皇
帝
の
親
戚
で
あ
っ
た
り
、
身
分
が
貴
か
っ
た
り
、
国

家
に
勲
労
が
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
理
由
で
五
刑
を
科
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
者
に
用
い
ら
れ
る
刑
で
あ
る
。
つ
ま
り
流
刑
を
用
い
て
五
刑
を
免
除

す
る
の
で
あ
る
。

「
鞭
も
て
官
刑
を
作な

す
。」
と
は
、
木
の
棒
の
先
に
革
を
垂
ら
し
た
も

の
が
鞭
で
あ
る
。
官
府
に
勤
め
る
吏
人
に
用
い
る
刑
で
あ
る
。「
扑
も
て

教
刑
を
作な

す
。」
と
は
、
夏
(え
の
き
）
の
棒
と
楚
(に
ん
じ
ん
ぼ
く
）

の
棒
と
の
二
物
が
扑
で
あ
る
(原
文
。
夏
楚
二
物
。『
礼
記
』
学
記
に

「
夏
楚
二
物
、
収
其
威
也
。」
と
あ
る
。）。
学
校
で
生
徒
に
用
い
る
刑
で

あ
る
。
鞭
と
扑
と
の
両
者
は
罪
が
軽
い
者
に
対
す
る
刑
で
あ
る
。「
金
も

て
贖
刑
を
作
す
。」
と
は
、「
金
」
は
黄
金
で
あ
る
(原
文
。
金
、
黄
金
。

『
書
経
』
舜
典
の
「
金
作
贖
刑
。」
の
文
に
附
さ
れ
た
孔
氏
伝
に
「
金
、

黄
金
。」
と
あ
り
、
孔
穎
達
疏
は
こ
の
「
黄
金
」
を
銅
の
意
味
で
あ
る
と

す
る
。）。「
贖
」
は
自
分
が
犯
し
た
罪
を
贖
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

罪
が
極
め
て
軽
く
、
鞭
扑
の
刑
に
当
た
る
け
れ
ど
も
、
罪
を
犯
し
た
事
情

に
酌
量
す
べ
き
点
が
あ
り
、
あ
る
い
は
法
律
の
適
用
に
議
論
す
べ
き
点
が

あ
る
と
き
に
贖
刑
を
用
い
る
の
で
あ
る
。「
象
以
典
刑
」
か
ら
「
金
作
贖

刑
」
ま
で
の
五
句
は
そ
れ
ぞ
れ
、
重
い
刑
か
ら
軽
い
刑
の
順
に
説
明
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
刑
は
法
に
定
め
ら
れ
た
刑
で
あ
る
。

「
肆
」
は
縦
(は
な
つ
、
ゆ
る
す
）
の
意
味
で
あ
る
。「
眚
災
な
れ
ば

肆
赦
す
。」
と
は
、「
眚
」
は
過
誤
の
意
味
、「
災
」
は
不
幸
の
意
味
で
あ

る
。
も
し
過
失
や
災
害
が
原
因
で
罪
を
犯
し
て
刑
に
当
た
る
人
が
い
れ
ば
、

流
刑
を
科
し
て
五
刑
を
免
除
し
た
り
、
黄
金
を
納
め
て
鞭
扑
の
刑
を
贖
わ
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せ
た
り
す
る
ま
で
も
な
く
、
た
だ
ち
に
そ
の
人
を
赦
す
の
で
あ
る
。「
賊
」

は
殺
の
意
味
で
あ
る
。「
怙
終
す
れ
ば
賊
刑
す
。」
と
は
、「
怙
」
は
、
恃

み
と
す
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
終
」
は
、
何
度
も
罪

を
犯
す
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
も
し
権
勢
を
笠
に
着
て
罪
を
犯
し
、
あ

る
い
は
反
省
せ
ず
に
何
度
も
罪
を
犯
し
て
刑
に
当
た
る
人
が
い
れ
ば
、
五

刑
を
免
除
す
べ
き
条
件
や
刑
を
贖
わ
せ
る
べ
き
条
件
に
適
っ
て
い
て
も
、

五
刑
の
免
除
を
許
さ
ず
、
刑
を
贖
う
こ
と
を
許
さ
ず
に
、
そ
の
人
に
必
ず

実
刑
を
科
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
眚
災
肆
赦
」「
怙
終
賊
刑
」
の
二
句

は
、
一
方
は
重
い
刑
を
軽
く
す
る
こ
と
を
述
べ
、
他
方
は
軽
い
刑
を
重
く

す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
法
律
を
適
用
す
る
か
し
な
い

か
を
判
断
す
る
基
準
、
い
わ
ゆ
る
「
法
外
の
意
」
(『
晋
書
』
巻
六
十
六
、

陶
侃
伝
に
「
謝
安
つ
ね
に
「
陶
公
は
法
を
用
い
る
と
雖
も
、
恒
に
法
外
の

意
を
得
る
な
り
。」
と
言
う
。」
と
あ
る
。）
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

聖
人
が
制
定
し
た
刑
法
の
内
容
の
大
略
を
、
こ
の
「
象
以
典
刑
」
か
ら

「
怙
終
賊
刑
」
ま
で
の
七
句
は
言
い
尽
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
軽
い
刑

を
科
し
た
り
、
重
い
刑
を
科
し
た
り
、
赦
し
た
り
赦
さ
な
か
っ
た
り
、
日

な
た
で
は
の
ん
び
り
し
て
日
陰
で
は
暗
い
気
持
ち
に
な
る
(原
文
。
陽
舒

陰
惨
。『
文
選
』
巻
五
十
五
、
広
絶
交
論
(劉
孝
標
作
）
に
「
陽
舒
陰
惨
、

生
民
大
情
。」
と
あ
る
。）
よ
う
に
、
判
決
の
内
容
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
け

れ
ど
も
、「
欽つ

つ
しま
ん
か
な
、
欽
ま
ん
か
な
、
惟こ

れ
刑
を
之
れ
恤う

れ

え
ん
か

な
。」
と
い
う
意
識
は
、
裁
判
の
過
程
の
中
に
始
め
か
ら
流
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
軽
い
罪
か
重
い
罪
か
わ
ず
か
な
違
い
で
あ
っ
て
も
、

対
応
す
る
刑
に
そ
れ
ぞ
れ
正
し
く
当
て
ら
れ
る
の
は
、
天
が
有
罪
者
を
罰

す
る
(原
文
。
天
討
。『
書
経
』
皐
陶
謨
に
「
天
討
有
罪
。」
と
あ
る
。）、

と
い
う
不
易
の
定
理
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
慎
重
で
あ
ろ
う
と
す
る
「
欽

恤
」
の
意
識
が
裁
判
の
過
程
の
中
に
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
生
命

を
大
切
に
す
る
聖
人
の
真
心
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
『
尚
書
』
舜
典
の
文
章
に
拠
れ
ば
、
五
刑
に
対
し
て
は
、
流
刑
を

用
い
て
免
除
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
黄
金
を
納
め
て
贖
わ
せ
る
こ
と
は
な

い
。『
周
礼
』
の
「
秋
官
」
の
章
に
も
、
金
や
銅
を
納
め
て
五
刑
を
贖
わ

せ
る
制
度
を
記
し
た
文
は
存
在
し
な
い
(『
周
礼
』
に
記
さ
れ
て
い
る
制

度
は
周
公
旦
が
作
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。）。
と
こ
ろ
が
『
尚
書
』
の

「
呂
刑
」
の
章
の
中
に
、
五
刑
を
科
す
る
の
に
疑
い
が
あ
る
と
き
は
、
銅

を
納
め
て
そ
の
刑
を
贖
わ
せ
る
、
と
い
う
穆
王
(周
の
第
五
代
の
王
）
が

定
め
た
制
度
が
記
さ
れ
て
い
る
(「
墨
辟
疑
赦
、
其
罰
百
鍰
。」「
劓
辟
疑

赦
、
其
罰
惟
倍
。」「
剕
辟
疑
赦
、
其
罰
倍
差
。」「
宮
辟
疑
赦
、
其
罰
六
百

鍰
。」「
大
辟
疑
赦
、
其
罰
千
鍰
。」
と
あ
る
。）。
五
刑
を
贖
わ
せ
る
制
度

は
、
穆
王
が
初
め
て
定
め
た
の
で
あ
る
。
正
し
い
法
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
(四
）
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な
ぜ
な
ら
、
本
当
は
五
刑
を
科
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
贖
わ
せ
れ
ば
、

軽
す
ぎ
る
処
分
で
あ
る
し
、
五
刑
を
科
す
る
の
に
疑
い
が
あ
り
、
本
当
は

無
罪
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
五
刑
を
贖
わ
せ
れ
ば
、
重
す
ぎ
る
処
分
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
金
持
ち
は
幸
運
に
も
五
刑
を
免
れ
、
貧

乏
人
は
銅
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
五
刑
を
受
け
る
の
は
、
公
平
で

あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

【原
文
】

象
、
如
天
之
垂
象
、
以
示
人
。
而
典
者
常
也
。
示
人
以
常
刑
。
所
謂
墨

劓
(原
注
。
音
乂
。）
剕
(原
注
。
音
吠
(「
吠
」
は
も
と
「

」
に
作

る
。）。）
宮
大
辟
(原
注
。
音
闢
。）、
五
刑
之
正
也
。
所
以
待
夫
(原
注
。

音
扶
。）
元
悪
大
憝
(原
注
。
徒
対
反
。）、
殺
人
傷
人
、
穿

(原
注
。

音
于
。）
淫
放
、
凡
罪
之
不
可
宥
者
也
。

流
宥
五
刑
者
、
流
、
遣
之
使
遠
去
。
如
下
文
流
放
竄
(原
注
。
取
乱

反
。）
殛
(原
注
。
音
撃
。）
之
類
、
是
也
。
宥
、
寛
也
。
所
以
待
夫
罪
之

稍
軽
、
雖
入
於
五
刑
、
而
情
可
矜
(原
注
。
音
京
。）、
法
可
疑
、
与
夫
親

貴
勲
労
而
不
可
加
以
刑
者
。
則
以
比
而
寛
之
也
。

鞭
作
官
刑
者
、
木
末
垂
革
、
官
府
之
刑
也
。
扑
作
教
刑
者
、
夏
(原
注
。

音
賈
。）
楚
二
物
、
学
校
之
刑
也
。
皆
以
待
夫
罪
之
軽
者
。
金
作
贖
刑
者
、

金
、
黄
金
、
贖
、
贖
其
罪
也
。
蓋
罪
之
極
軽
、
雖
入
於
鞭
扑
之
刑
、
而
情

法
猶
有
可
議
者
也
。
此
五
句
者
、
従
重
入
軽
、
各
有
条
理
。
法
之
正
也
。

肆
、
縦
也
。
眚
災
肆
赦
者
、
眚
、
謂
過
誤
、
災
、
謂
不
幸
。
若
人
有
如

此
而
入
於
刑
、
則
又
不
待
流
宥
金
贖
、
而
直
赦
之
也
。
賊
、
殺
也
。
怙
終

賊
刑
者
、
怙
、
謂
有
恃
、
終
、
謂
再
犯
。
若
人
有
如
此
而
入
於
刑
、
則
雖

当
宥
当
贖
、
亦
不
許
其
宥
、
不
聴
其
贖
、
而
必
刑
之
也
。
此
二
句
者
、
或

由
重
而
即
軽
、
或
由
軽
而
即
重
。
蓋
用
法
之
権
衡
、
所
謂
法
外
意
也
。

聖
人
立
法
制
刑
之
本
末
、
此
七
言
者
、
大
略
尽
之
矣
。
雖
其
軽
重
取
舎

(原
注
。
音
捨
。）
陽
舒
陰
惨
之
不
同
、
然
欽
哉
欽
哉
、
惟
刑
之
恤
之
意
、

則
未
始
不
行
乎
其
間
也
。
蓋
其
軽
重
毫
釐
之
間
、
各
有
攸
当
(原
注
。
去

声
。）
者
、
乃
天
討
不
易
之
定
理
、
而
欽
恤
之
意
、
行
乎
其
間
、
則
可
以

見
聖
人
好
(原
注
。
去
声
。）
生
之
本
心
也
。

拠
此
経
文
、
則
五
刑
有
流
宥
而
無
金
贖
。
周
礼
秋
官
亦
無
其
文
。
至
呂

刑
、
乃
有
五
等
之
罰
疑
。
穆
王
始
制
之
。
非
法
之
正
也
。
蓋
当
刑
而
贖
、

則
失
之
軽
。
疑
赦
而
贖
、
則
失
之
重
。
且
使
富
者
幸
免
、
貧
者
受
刑
、
又

非
所
以
為
平
也
。
(以
上
、
第
一
丁
表
第
七
行
か
ら
第
二
丁
裏
第
三
行
。）

【訓
読
】

象
と
は
、
天
の
、
象
を
垂
れ
て
以
て
人
に
示
す
が
如
し
。
而
し
て
典
と

関
法
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六
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は
常
な
り
。
人
に
示
す
に
常
刑
を
以
て
す
。
い
わ
ゆ
る
墨
・
劓ギ

(原
注
。

音
は
乂ガ

イ

。）・
剕ヒ

(原
注
。
音
は
吠ハ

イ

。）・
宮
・
大
辟
(原
注
。
音
は
闢ヘ

キ

。）、

五
刑
の
正
な
り
。
夫か

(原
注
。
音
は
扶
。）
の
元
悪
大
憝タ

イ

(原
注
。
徒
対

の
反か

え
し。）、
人
を
殺
し
、
人
を
傷そ

こ
ない
、
穿セ

ン
ユ

(原
注
。
音
は
于
。）
淫
放
、

凡
そ
罪
の
宥ゆ

る

す
可
か
ら
ざ
る
者
を
待
つ
所
以
な
り
。

流
も
て
五
刑
を
宥ゆ

る

す
、
と
は
、
流
と
は
之
れ
を
遣や

り
、
遠
く
去
ら
し
む
。

下
文
の
流
・
放
・
竄ザ

ン

(原
注
。
取
乱
の
反か

え
し。）・
殛キ

ョ
ク

(原
注
。
音
は
撃
。）

の
類
の
如
き
是
れ
な
り
。
宥
は
寛
な
り
。
夫か

の
罪
の
稍や

や

軽
く
、
五
刑
に
入

る
と
雖
も
、
而し

か

れ
ど
も
情
、
矜あ

わ

(原
注
。
音
は
京
。）
れ
む
可
く
、
法
、

疑
う
可
き
と
、
夫か

の
親
・
貴
・
勲
・
労
に
し
て
、
加
う
る
に
刑
を
以
て
す

可
か
ら
ざ
る
者
と
を
待
つ
所
以
な
り
。
則
ち
此
れ
を
以
て
之
れ
を
寛ゆ

る

く
す

る
な
り
。

鞭
も
て
官
刑
を
作な

す
、
と
は
、
木
の
末
に
革
を
垂
る
、
官
府
の
刑
な
り
。

扑
も
て
教
刑
を
作
す
、
と
は
、
夏
(原
注
。
音
は
賈
。）
楚
二
物
、
学
校

の
刑
な
り
。
皆
以
て
夫か

の
罪
の
軽
き
者
を
待
つ
。
金
も
て
贖
刑
を
作
す
、

と
は
、
金
は
黄
金
、
贖
は
其
の
罪
を
贖
う
な
り
。
蓋
し
罪
の
極
め
て
軽
く
、

鞭
扑
の
刑
に
入
る
と
雖
も
、
而し

か

れ
ど
も
情
法
猶
お
議
す
可
き
有
る
者
な
り
。

此
の
五
句
は
、
重
き
従よ

り
軽
き
に
入
る
、
各
々
条
理
有
り
。
法
の
正
な
り
。

肆
は
縦
な
り
。
眚
災
な
れ
ば
肆
赦
す
、
と
は
、
眚
は
過
誤
を
謂
う
。
災

は
不
幸
を
謂
う
。
若
し
人
、
此
く
の
如
く
に
し
て
刑
に
入
る
有
れ
ば
、
則

ち
又
た
流
宥
金
贖
を
待
た
ず
し
て
、
直
ち
に
之
れ
を
赦ゆ

る

す
な
り
。
賊
は
殺

な
り
。
怙
終
す
れ
ば
賊
刑
す
、
と
は
、
怙
は
恃
む
有
る
を
謂
う
。
終
は
再

び
犯
す
を
謂
う
。
若
し
人
、
此
く
の
如
く
に
し
て
刑
に
入
る
有
れ
ば
、
則

ち
当
に
宥ゆ

る

す
べ
く
当
に
贖
す
べ
し
と
雖
も
、
亦
た
其
の
宥
を
許
さ
ず
、
其

の
贖
を
聴ゆ

る

さ
ず
し
て
、
必
ず
之
れ
を
刑
す
る
な
り
。
此
の
二
句
は
、
或
い

は
重
き
に
由
り
て
軽
き
に
即つ

き
、
或
い
は
軽
き
に
由
り
て
重
き
に
即
く
。

蓋
し
法
を
用
い
る
の
権
衡
、
い
わ
ゆ
る
法
外
の
意
な
り
。

聖
人
、
法
を
立
て
刑
を
制
す
る
の
本
末
、
此
の
七
言
は
大
略
之
れ
を
尽

く
す
な
り
。
其
の
軽
重
取
舎
(原
注
。
音
は
捨
。）、
陽
舒
陰
惨
の
同
じ
か

ら
ず
と
雖
も
、
然し

か

れ
ど
も
欽
ま
ん
哉
、
欽
ま
ん
哉
、
惟た

だ
刑
を
之
れ
恤
う

る
の
意
は
、
則
ち
未
だ
始
め
よ
り
其
の
間
に
行
わ
れ
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
な

り
。
蓋
し
其
の
軽
重
毫
釐
の
間
、
各
々
当
(原
注
。
去
声
。）
た
る
と
こ

ろ
有
る
は
、
乃
ち
天
討
不
易
の
定
理
に
し
て
、
而し

か

も
欽
恤
の
意
、
其
の
間

に
行
わ
る
れ
ば
、
則
ち
以
て
聖
人
、
生
を
好
(原
注
。
去
声
。）
む
の
本

心
を
見
る
可
き
な
り
。

此
の
経
文
に
拠
れ
ば
、
則
ち
五
刑
は
流
宥
有
り
て
金
贖
無
し
。
周
礼
の

秋
官
も
亦
た
其
の
文
無
し
。
呂
刑
に
至
り
、
乃
ち
五
等
の
罰
疑
有
り
。
穆

王
始
め
て
之
れ
を
制
す
。
法
の
正
に
非
ざ
る
な
り
。
蓋
し
当
に
刑
す
べ
く

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
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祥
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し
て
贖
わ
し
む
れ
ば
、
則
ち
之
れ
を
軽
き
に
失
す
。
赦
を
疑
い
て
贖
わ
し

む
れ
ば
、
則
ち
之
れ
を
重
き
に
失
す
。
且
つ
富
む
者
を
し
て
幸
い
に
免
れ

し
め
、
貧
し
き
者
を
し
て
刑
を
受
け
し
む
。
又
た
平
と
為
す
所
以
に
非
ざ

る
な
り
。

こ
の
部
分
、
即
ち
岩
村
藩
刊
本
の
第
一
丁
表
第
七
行
か
ら
第
二
丁
裏
第

三
行
ま
で
は
、『
書
経
大
全
』
巻
一
か
ら
の
抜
書
き
で
あ
る
が
、『
書
経
大

全
』
の
そ
の
部
分
の
文
章
は
、
南
宋
の
蔡
沈チ

ョ
ウ

(一
一
六
七
～
一
二
三
〇
）

が
著
し
た
『
書
経
集
伝
』
の
巻
一
の
文
章
の
引
き
写
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、

『
書
経
集
伝
』
の
そ
の
部
分
の
文
章
は
、
朱
子
の
文
集
で
あ
る
『
晦
庵

集
』
の
巻
三
十
七
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
答
జ
景
望
」
の
文
章
、
及
び
同

書
巻
六
十
五
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
尚
書
』
舜
典
の
注
釈
の
文
章
か
ら

成
っ
て
い
る
。『
書
経
集
伝
』
及
び
『
晦
庵
集
』
は
景
印
四
庫
全
書
所
収

本
を
見
た
。

第
二
節

朱
子
の
解
釈

岩
村
藩
刊
本
の
第
二
丁
裏
第
四
行
か
ら
第
四
丁
裏
第
九
行
ま
で
を
第
二

節
と
す
る
。
第
一
節
と
し
た
抜
書
き
に
連
続
す
る
、『
書
経
大
全
』
巻
一

か
ら
の
抜
書
き
で
あ
る
。

【和
訳
】

朱
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。『
尚
書
』
舜
典
に
「
象あ

ら
わす
に
典
刑

を
以
て
し
、
流
も
て
五
刑
を
宥ゆ

る

し
、
鞭
も
て
官
刑
を
作な

し
、
扑
も
て
教
刑

を
作
し
、
金
も
て
贖
刑
を
作
し
、
眚
災
な
れ
ば
肆
赦
し
、
怙
終
す
れ
ば
賊

刑
す
。
欽つ

つ
し

ま
ん
か
な
、
欽
ま
ん
か
な
、
惟た

だ
刑
を
之
れ
恤う

れ

え
ん
か
な
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
文
章
は
、
裁
判
で
は
刑
を
一
方
的
に
軽
く
す

べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
舜
典
の
「
汝
、
士
と

作な

れ
。
五
刑
、
服
す
る
有
り
。
五
服
は
三
就
せ
よ
。
五
流
、
宅
有
り
。
五

宅
は
三
居
せ
よ
。
惟た

だ
明メ

イ

な
れ
、
克よ

く
允ま

こ
とな
れ
。」
(第
六
節
を
参
照
。）

と
い
う
、
舜
が
皐
陶
に
命
じ
た
言
葉
か
ら
考
え
る
と
、
裁
判
官
(原
文
。

士
官
。）
が
掌
る
の
は
五
刑
と
流
刑
と
の
二
刑
だ
け
で
あ
っ
た
。
舜
典
に

「
惟
だ
明
な
れ
、
克
く
允
な
れ
。」
と
あ
る
の
は
、
刑
を
科
す
る
に
せ
よ

科
さ
な
い
に
せ
よ
、
裁
判
官
は
ひ
た
す
ら
事
実
に
対
し
て
法
律
を
正
し
く

適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
意

味
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
舜
が
作
っ
た
制
度
で
は
罪
を
ゆ
る
す
だ
け
で
刑
が
存
在
し
な
い
、

と
い
う
こ
と
は
な
い
。
今
の
学
者
は
必
ず
、
堯
舜
の
時
代
に
は
罪
は
ゆ
る

さ
れ
て
刑
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
も
し
そ
う
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
を
殺
し
た
者
が
死
刑
に
な
ら
ず
、
人
を
傷
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害
し
た
者
が
刑
を
科
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(原
文
。
是
殺

人
者
不
死
、
而
傷
人
者
不
刑
也
。『
荀
子
』
正
論
篇
の
文
。）。
そ
れ
は
堯

や
舜
と
い
う
聖
人
の
心
が
、
大
悪
人
(原
文
。
元
悪
大
憝
。
第
一
節
に
既

出
。）
が
刑
を
受
け
る
こ
と
に
平
気
で
い
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
、
損
害
を

被
り
苦
痛
を
抱
い
て
い
る
善
良
な
民
の
恨
み
が
晴
ら
さ
れ
な
い
こ
と
に
平

気
で
い
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
舜
典
の
「
怙
終
す
れ

ば
賊
刑
す
。」、
大
禹
謨
の
「
故
を
刑
す
る
は
小
無
し
。」
(わ
ざ
と
犯
し
た

罪
は
、
ど
ん
な
に
小
さ
な
罪
で
あ
っ
て
も
刑
を
科
す
る
。
第
六
節
を
参

照
。）
と
い
う
文
が
、
ど
ち
ら
も
虚
言
で
あ
っ
て
、
後
世
の
人
を
誤
ら
せ

る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
ん
な
は
ず
が
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
刑
と
い
う
も
の
は
、
古
の
聖
王
が
そ
れ
に
頼
っ

て
政
治
を
行
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
刑
を
用
い
て
教
化
を

促
進
し
、
民
が
罪
を
犯
す
の
を
防
い
だ
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
い

わ
ゆ
る
「
肌
膚
を
傷や

ぶ

り
以
て
悪
を
懲
ら
す
。」
(『
漢
書
』
巻
五
十
六
、
董

仲
舒
伝
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
、
武
帝
が
董
仲
舒
に
質
問
し
た
文
章
の
中
に

「
殷
人
執
五
刑
以
督
姦
、
傷
肌
膚
以
懲
悪
。」
と
あ
る
。）
と
は
、
こ
れ
も

ま
た
「
既
に
心
思
を
竭つ

く
し
て
、
之
れ
に
継
ぐ
に
人
に
忍
び
ざ
る
の
政
を

以
て
す
る
」
(民
が
不
幸
に
な
ら
な
い
よ
う
に
心
を
尽
く
し
て
色
々
工
夫

を
こ
ら
し
た
上
で
、
民
の
不
幸
に
平
気
で
い
ら
れ
な
い
政
治
、
即
ち
民
の

不
幸
を
な
く
そ
う
と
す
る
政
治
を
行
う
。『
孟
子
』
離
婁
上
に
「
既
竭
心

思
焉
、
継
之
以
下
忍
人
之
政
、
而
仁
覆
天
下
矣
。」
と
あ
る
。）
こ
と
の
一

例
な
の
で
あ
る
。

現
在
、
徒
流
の
刑
(宋
朝
で
は
徒
刑
及
び
流
刑
は
杖
刑
に
読
み
替
え
て

執
行
さ
れ
て
い
た
。
後
述
。）
は
盗
み
や
姦
通
の
罪
を
犯
す
の
を
抑
止
す

る
に
は
足
り
な
い
。
一
方
、
刑
が
重
す
ぎ
る
場
合
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
例

え
ば
、
死
刑
に
当
た
る
程
の
罪
で
は
な
い
の
に
死
刑
に
さ
れ
て
し
ま
う
、

強
盗
し
て
盗
ん
だ
金
額
が
一
定
量
に
達
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
も
し

陳
羣
(二
三
六
年
歿
）
の
意
見
を
採
用
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
宮
刑
及
び
足
切

り
の
刑
を
姦
通
罪
及
び
盗
罪
に
当
て
る
こ
と
に
す
れ
ば
(『
三
国
志
』
巻

二
十
二
、
魏
書
、
陳
羣
伝
に
「
も
し
古
刑
を
用
い
て
、
淫
者
を
し
て
蠶
室

に
下
さ
し
め
、
盗
者
を
し
て
其
の
足
を
刖
せ
し
む
れ
ば
、
則
ち
永
く
淫
放

穿

の
姦
無
か
ら
ん
。」
と
い
う
陳
羣
の
意
見
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。）、

罪
人
の
支
体
を
そ
こ
な
う
け
れ
ど
も
、
実
に
そ
の
身
命
を
保
全
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
上
、
罪
人
が
乱
暴
を
働
い
た
根
本
を
絶
ち
切
っ
て
、
後

で
ま
た
悪
事
を
行
わ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
の
聖
王
の

心
意
に
も
か
な
う
し
、
現
在
の
時
宜
に
も
か
な
う
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や

君
子
(政
治
に
責
任
を
持
つ
人
）
が
志
を
持
っ
て
為
し
遂
げ
よ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
刑
を
受
け
た
人
を
養
う
手
段
や
そ
の
人
に
道
徳
を
教
え
る
方
法

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
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は
、
必
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
君
子
の
能
力
に
応
じ
て
工
夫
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

従
来
の
な
ら
わ
し
に
と
ら
わ
れ
て
、
そ
の
場
し
の
ぎ
を
し
て
、
刑
を
受
け

た
人
を
養
わ
な
い
こ
と
、
そ
の
人
に
道
徳
を
教
え
な
い
こ
と
を
ひ
た
す
ら

当
然
の
こ
と
と
し
て
、
自
分
の
目
の
前
で
悪
人
が
人
の
物
を
奪
っ
た
り
、

人
を
殺
し
た
り
す
る
の
を
じ
っ
と
見
て
い
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
の
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
。

【原
文
】

朱
子
曰
、
象
以
典
刑
、
流
宥
五
刑
、
鞭
作
官
刑
、
扑
作
教
刑
、
金
作
贖

刑
、
眚
災
肆
赦
、
怙
終
賊
刑
。
欽
哉
欽
哉
、
惟
刑
之
恤
哉
。
夫
豈
一
於
軽

而
已
哉
。
又
以
舜
命
皐
陶
之
辞
考
之
、
士
官
所
掌
、
惟
象
流
二
法
而
已
。

其
曰
惟
明
克
允
、
則
或
刑
或
宥
。
亦
惟
其
当
而
無
以
加
矣
。

又
豈
一
於
宥
而
無
刑
哉
。
今
必
曰
、
堯
舜
之
世
、
有
宥
而
無
刑
。
則
是

殺
人
者
不
死
、
而
傷
人
者
不
刑
也
。
是
聖
人
之
心
、
不
忍
於
元
悪
大
憝
、

而
反
忍
於
啣
𡨚𡨚
抱
痛
之
良
民
也
。
是
所
謂
怙
終
賊
刑
、
刑
故
無
小
者
、
皆

為
空
言
、
以
誤
後
世
也
。
其
必
不
然
也
亦
明
矣
。
夫
刑
雖
非
先
王
所
恃
以

為
治
、
然
以
刑
弼
教
、
禁
民
為
非
。
則
所
謂
傷
肌
膚
以
懲
悪
者
、
亦
既
竭

心
思
、
而
継
之
以
下
忍
人
之
政
之
一
端
也
。

今
徒
流
之
法
、
既
不
足
以
止
穿

淫
放
之
姦
、
而
其
過
於
重
者
、
則

又
有
不
当
死
而
死
、
如
強
暴
贓
満
(「
贓
満
」
は
も
と
「
賊
窃
」
に
作
る
。

『
書
経
大
全
』
巻
一
及
び
『
晦
庵
集
』
巻
三
十
七
に
従
っ
て
改
め
た
。）

之
類
者
。
苟
釆
陳
群
之
議
、
一
以
宮
剕
之
刑
(「
刑
」
は
『
書
経
大
全
』

巻
一
及
び
『
晦
庵
集
』
巻
三
十
七
で
は
「
辟
」
と
な
っ
て
い
る
。）
当
之
、

則
雖
残
其
支
体
、
而
実
全
其
軀
命
。
且
絶
其
為
乱
之
本
、
而
使
後
無
以
肆

焉
。
豈
不
仰
合
先
王
之
意
、
而
下
適
当
時
之
宜
哉
。
况
君
子
得
志
而
有
為
、

則
養
之
之
具
、
教
之
之
術
、
亦
必
隨
力
之
所
至
而
汲
汲
焉
。
固
不
応
因
循

苟
且
、
直
以
不
養
不
教
為
当
然
、
而
熟
視
其
争
奪
相
殺
於
前
也
。
(以
上
、

第
二
丁
裏
第
四
行
か
ら
第
三
丁
裏
第
三
行
。）

【訓
読
】

朱
子
曰
く
、
象あ

ら
わす
に
典
刑
を
以
て
し
、
流
も
て
五
刑
を
宥ゆ

る

し
、
鞭
も
て

官
刑
を
作な

し
、
扑
も
て
教
刑
を
作
し
、
金
も
て
贖
刑
を
作
し
、
眚
災
な
れ

ば
肆
赦
し
、
怙
終
す
れ
ば
賊
刑
す
。
欽つ

つ
しま
ん
か
な
、
欽
ま
ん
か
な
、
惟た

だ

刑
を
之
れ
恤う

れ

え
ん
か
な
。
と
あ
り
。
夫
れ
豈
に
軽
き
に
一
な
る
の
み
な
ら

ん
や
。
又
た
舜
、
皐
陶
に
命
ず
る
の
辞
を
以
て
之
れ
を
考
う
る
に
、
士
官

の
掌
る
と
こ
ろ
は
惟
だ
象
流
二
法
の
み
。
其
の
惟こ

れ
明
ら
か
に
克よ

く
允ま

こ
とな

れ
と
曰
う
は
、
則
ち
或
い
は
刑
し
、
或
い
は
宥
す
。
亦
た
惟
だ
其
れ
当
た

る
の
み
に
し
て
、
以
て
加
う
る
無
き
な
り
。
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又
た
豈
に
宥
す
に
一
に
し
て
刑
無
か
ら
ん
や
。
今
、
必
ず
、
堯
舜
の
世

は
宥
有
り
て
刑
無
し
、
と
曰
う
。
則
ち
是
れ
人
を
殺
す
者
は
死
せ
ず
し
て
、

人
を
傷
つ
く
る
者
は
刑
せ
ら
れ
ざ
る
な
り
。
是
れ
聖
人
の
心
、
元
悪
大
憝

に
忍
び
ず
し
て
、
反
っ
て
𡨚𡨚
を
啣ふ

く

み
痛
み
を
抱
く
の
良
民
に
忍
ぶ
な
り
。

是
れ
い
わ
ゆ
る
怙
終
す
れ
ば
賊
刑
す
、
故
を
刑
す
る
こ
と
小
無
し
、
と
い

う
者
、
皆
、
空
言
た
り
て
、
以
て
後
世
を
誤
ら
し
む
る
な
り
。
其
の
必
ず

然
ら
ざ
る
や
亦
た
明
ら
か
な
り
。
夫
れ
刑
は
、
先
王
の
恃
み
て
以
て
治
を

為
す
と
こ
ろ
に
非
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
刑
を
以
て
教
え
を
弻た

す

け
、
民
の
、

非
を
為
す
を
禁
ず
。
則
ち
い
わ
ゆ
る
肌
膚
を
傷や

ぶ

り
て
以
て
悪
を
懲
ら
す
、

と
は
、
亦
た
既
に
心
思
を
竭
く
し
て
、
之
れ
に
継
ぐ
に
人
に
忍
び
ざ
る
の

政
を
以
て
す
る
の
一
端
な
り
。

今
、
徒
流
の
法
、
既
に
以
て
穿

淫
放
の
姦
を
止
む
る
に
足
ら
ず
し

て
、
其
の
、
重
き
に
過
ぐ
る
者
は
、
則
ち
又
た
当
に
死
す
べ
か
ら
ず
し
て

死
す
る
強
暴
贓
満
の
類
の
如
き
者
有
り
。
苟
く
も
陳
群
の
議
を
采
り
て
、

一
に
宮
剕
の
刑
を
以
て
之
れ
に
当
つ
れ
ば
、
則
ち
其
の
支
体
を
残そ

こ
な

う
と

雖
も
、
実
に
其
の
軀
命
を
全
う
す
。
且
つ
其
の
、
乱
を
為
す
の
本
を
絶
ち

て
、
後
に
以
て
肆

ほ
し
い
ま
まに
す
る
無
か
ら
し
む
る
な
り
。
豈
に
仰
ぎ
先
王
の
意
に

合
し
て
、
下し

も

、
当
時
の
宜よ

ろ

し
き
に
適
せ
ざ
ら
ん
や
。
況
ん
や
君
子
、
志
を

得
て
為
す
有
れ
ば
、
則
ち
之
れ
を
養
う
の
具
、
之
れ
を
教
う
る
の
術
、
亦

た
必
ず
力
の
至
る
と
こ
ろ
に
隨
い
て
汲
汲
す
る
な
り
。
固も

と

よ
り
応
に
因
循

苟
且
し
て
、
直た

だ

ち
に
、
養
わ
ず
教
え
ざ
る
を
以
て
当
然
と
為
し
て
、
其
の
、

前
に
争
奪
し
相
い
殺
す
を
熟
視
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
と
。

こ
の
部
分
、
即
ち
岩
村
藩
刊
本
の
第
二
丁
裏
第
四
行
か
ら
第
三
丁
裏
第

三
行
ま
で
は
、『
書
経
大
全
』
巻
一
か
ら
の
抜
書
き
で
あ
る
が
、『
書
経
大

全
』
の
そ
の
部
分
の
文
章
は
、『
晦
庵
集
』
巻
三
十
七
所
収
「
答
జ
景
望

(జ
景
望
に
答
う
）」
の
文
章
の
引
き
写
し
で
あ
る
。
జ
景
望
は
、
名
は
伯

熊
、
景
望
は
字
。
南
宋
紹
興
十
五
年
(一
一
四
五
）
の
進
士
。『
尚
書
』

を
講
義
し
た
『
జ
敷
文
書
説
』
を
著
し
た
(『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
十
一
）。

『
జ
敷
文
書
説
』
は
『
叢
書
集
成
初
編
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

「
今
、
徒
流
の
法
、
既
に
以
て
穿

淫
放
の
姦
を
止
む
る
に
足
ら

ず
。」
と
あ
る
。
宋
朝
の
刑
罰
体
系
は
、
唐
律
の
笞
・
杖
・
徒
・
流
・
死

の
五
刑
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
宋
朝
で
は
、

そ
の
五
刑
を
そ
の
ま
ま
執
行
す
る
こ
と
は
せ
ず
、「
折
杖
法
」
に
従
っ
て
、

徒
刑
は
脊
杖
刑
に
、
流
刑
は
脊
杖
刑
プ
ラ
ス
配
役
刑
に
読
み
替
え
て
執
行

さ
れ
て
い
た
。「
折
杖
法
」
に
従
っ
て
刑
を
執
行
す
れ
ば
、
徒
罪
を
犯
し

た
者
は
労
役
を
免
れ
、
流
罪
を
犯
し
た
者
は
遠
方
に
流
さ
れ
る
の
を
免
れ

る
こ
と
に
な
り
、
刑
が
軽
く
な
り
す
ぎ
る
恐
れ
が
あ
る
が
、
入
れ
墨
し
て

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
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の
訳
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軍
隊
に
配
属
す
る
「
刺
配
」
等
の
処
分
を
併
科
す
る
規
定
を
加
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
罪
と
刑
罰
と
が
釣
り
合
う
よ
う
に
努
め
て
い
た
。
宋
朝
の
刑

罰
に
つ
い
て
は
前
稿
「
宋
朝
の
立
法
・
刑
罰
・
裁
判
」
(『
関
西
大
学
法
学

論
集
』
第
六
十
四
巻
第
一
号
掲
載
）
で
説
明
し
た
。

「
苟
く
も
陳
群
の
議
を
采
り
、
一
に
宮
剕
の
刑
を
以
て
之
れ
に
当
つ
れ

ば
」
と
あ
る
。
前
漢
の
文
帝
の
十
三
年
(前
一
六
七
）
に
、
宮
刑
を
除
く

肉
刑
(身
体
を
損
傷
す
る
刑
）
が
廃
止
さ
れ
て
以
来
、
漢
よ
り
後
の
中
国

の
歴
代
王
朝
で
は
、
宋
朝
で
入
れ
墨
の
刑
が
復
活
す
る
ま
で
、
宮
刑
を
含

む
肉
刑
は
、
法
定
刑
と
し
て
は
、
ご
く
短
期
間
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の

を
除
き
、
行
わ
れ
な
か
っ
た
(沈
家
本
『
歴
代
刑
法
考
(一
）』
(中
華

書
局
）
刑
法
分
考
五
・
六
）。
そ
の
た
め
、
肉
刑
を
復
活
さ
せ
て
罪
と
刑

と
を
釣
り
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
意
見
が
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

朱
子
も
肉
刑
復
活
論
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。

【和
訳
】

「
象あ

ら
わす
に
典
刑
を
以
て
す
。」
と
い
う
こ
の
一
句
は
、「
金
作
贖
刑
」
ま

で
の
五
句
の
綱
領
で
あ
り
、
諸
刑
の
総
括
で
あ
る
。
現
在
の
刑
が
皆
、

笞
・
杖
・
徒
・
流
・
絞
・
斬
の
刑
に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
あ
る
人
が
犯
し
た
罪
が
墨
刑
に
当
た
る
の
で
あ
れ
ば
墨
刑
を
科
し
、

犯
し
た
罪
が
劓
刑
に
当
た
る
の
で
あ
れ
ば
劓
刑
を
科
す
る
。
剕
刑
、
宮
刑
、

死
刑
も
皆
そ
う
で
あ
る
。「
流
も
て
五
刑
を
宥ゆ

る

す
。」
と
は
、
あ
る
人
が
犯

し
た
罪
が
こ
の
五
刑
に
当
た
る
け
れ
ど
も
、
情
状
が
軽
く
寛
恕
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
、
あ
る
い
は
過
誤
が
原
因
で
罪
を
犯
し
た
と
き
は
、
罪
人

の
四
支
身
体
を
も
と
の
ま
ま
に
保
っ
て
、
刀
や
鋸
で
切
る
こ
と
を
せ
ず
、

た
だ
流
刑
を
科
し
て
五
刑
を
免
除
し
、
罪
人
を
遠
方
に
追
放
し
、
良
民
と

生
活
を
共
に
さ
せ
な
い
、
と
い
う
だ
け
に
す
る
。
舜
典
に
「
五
流
、
宅
有

り
。
五
宅
は
三
居
す
。
(五
刑
の
代
わ
り
に
科
す
る
流
刑
に
は
住
む
場
所

が
あ
る
。
そ
の
住
む
場
所
は
三
種
類
あ
る
。
第
六
節
参
照
。）」
と
あ
る
よ

う
な
類
が
流
刑
で
あ
る
。

「
鞭
も
て
官
刑
を
作な

す
。」
と
は
、
こ
れ
は
官
府
で
行
わ
れ
る
刑
で
あ

る
。
現
在
、
吏
人
(官
僚
の
下
で
働
く
事
務
員
）
を
鞭
打
つ
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
独
立
し
た
一
種
類
の
刑
で
あ
っ
て
、
専
ら
官

府
の
胥
吏
(吏
人
に
同
じ
。）
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
刑
で
あ
る
。『
周

礼
』
に
、
胥
吏
に
鞭
五
百
、
鞭
三
百
の
刑
を
科
す
る
、
と
あ
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
(『
周
礼
』
秋
官
、
條
狼
氏
に
「
大
夫
に
誓
い
て
曰
わ
く
、
敢

え
て
関
せ
ず
ん
ば
鞭
五
百
、
と
。
師
に
誓
い
て
曰
わ
く
、
三
百
、
と
。」

と
あ
る
の
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
鞭
五
百
・
三
百
は
胥

吏
に
対
す
る
刑
で
は
な
い
。）。「
扑
も
て
教
刑
を
作
す
。」
と
は
、
こ
の
一

関
法
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種
類
の
刑
は
学
官
で
行
わ
れ
る
刑
で
あ
る
。
現
在
、
学
校
で
用
い
ら
れ
て

い
る
夏
(え
の
き
）
楚
(に
ん
じ
ん
ぼ
く
）
の
棒
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

弓
射
を
習
い
、
芸
(礼
・
楽
・
射
・
御
・
書
・
数
の
六
芸
）
を
習
い
、
春

と
秋
に
礼
楽
を
教
え
、
冬
と
夏
に
詩
書
を
教
え
る
(原
文
。
春
秋
教
以
礼

楽
、
冬
夏
教
以
詩
書
。『
礼
記
』
王
制
の
文
。）
よ
う
な
、
お
よ
そ
人
に
教

え
る
時
に
、
教
師
の
指
示
に
従
わ
な
い
者
が
い
れ
ば
、
こ
の
刑
を
用
い
て

そ
の
者
を
打
つ
の
で
あ
る
。
的
を
射
さ
せ
て
善
人
か
悪
人
か
を
明
ら
か
に

し
、
悪
人
で
あ
れ
ば
打
ち
た
た
い
て
反
省
さ
せ
る
(原
文
。
侯
明
撻
記
。

『
書
経
』
益
稷
に
「
侯
以
明
之
、
撻
以
記
之
。」
と
あ
る
。）
よ
う
な
類
が

扑
刑
で
あ
る
。「
金
も
て
贖
刑
を
作
す
。」
と
は
、
鞭
扑
二
刑
そ
れ
ぞ
れ
に

当
た
る
罪
を
犯
し
た
け
れ
ど
も
寛
恕
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
黄
金

を
納
め
て
そ
の
罪
を
贖
う
こ
と
を
許
す
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
舜
典
の
こ
の
五
句
の
意
味
は
粲
然
と
し

て
明
白
で
あ
る
。「
象あ

ら
わす
に
典
刑
を
以
て
す
る
」
の
「
典
刑
」
即
ち
五
刑

に
当
た
る
け
れ
ど
も
情
状
が
軽
い
者
は
、
流
刑
を
科
し
て
五
刑
を
免
除
す

る
こ
と
が
あ
る
。
鞭
扑
の
刑
に
当
た
る
け
れ
ど
も
情
状
が
軽
い
者
は
、
黄

金
を
納
め
て
刑
を
贖
わ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
流
を
用
い
て
ゆ
る
す
の
は
五

刑
を
免
除
す
る
た
め
で
あ
り
、
刑
を
贖
わ
せ
る
の
は
鞭
扑
を
免
除
す
る
た

め
で
あ
る
。
聖
人
が
斟
酌
し
て
減
ら
し
た
り
増
や
し
た
り
、
低
く
し
た
り

高
く
し
た
り
、
軽
く
し
た
り
重
く
し
た
り
す
る
と
き
は
、
天
理
と
人
心
と

の
自
然
に
合
わ
な
い
こ
と
が
な
く
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
誤
差
も
な
い
。
い

わ
ゆ
る
「
既
に
心
思
を
竭つ

く
し
て
、
之
れ
に
継
ぐ
に
人
に
忍
び
ざ
る
の
政

を
以
て
す
る
」
(『
孟
子
』
離
婁
上
。
前
出
。
聖
人
は
人
の
不
幸
に
平
気
で

は
い
ら
れ
な
い
の
で
、
犯
罪
被
害
者
や
情
状
酌
量
す
べ
き
犯
罪
者
に
配
慮

し
て
量
刑
す
る
。）
と
い
う
行
い
で
あ
る
。
ど
う
し
て
聖
人
は
た
だ
民
を

教
化
す
る
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
い
て
、
刑
は
二
の
次
で
あ
る
、
と
言
う

こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
聖
人
は
確
か
に
教
化
を
急
務
と
す
る
け
れ
ど
も
、

も
し
罪
を
犯
す
者
が
い
れ
ば
、
必
ず
こ
れ
ら
の
刑
を
用
い
て
懲
ら
し
め
る

の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
刑
を
捨
て
置
い
て
用
い
な
い
で
い
る
こ
と
が
で
き

よ
う
か
。

贖
刑
は
古
法
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、

そ
の
通
り
で
あ
る
、
と
答
え
る
。
五
刑
を
贖
う
贖
刑
は
周
の
穆
王
か
ら
始

ま
っ
た
(『
書
経
』
呂
刑
。
前
出
。）。
そ
れ
以
前
の
古
の
い
わ
ゆ
る
贖
刑

と
は
、
鞭
扑
の
刑
を
贖
う
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
人
を
殺
し
、
人
を

傷
害
し
て
お
き
な
が
ら
、
黄
金
を
納
め
て
罪
を
贖
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
な
ら
ば
、
財
産
が
あ
る
者
は
皆
、
人
を
殺
し
人
を
傷
害
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
落
度
が
な
い
の
に
被
害
を
受
け
た
人
は
何
と

大
き
な
不
幸
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
上
、
人
を
殺
し
た
者
が
の
う
の
う
と
被

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
(四
）
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害
者
と
同
じ
郷
里
に
住
ん
で
い
れ
ば
、
親
の
か
た
き
を
討
ち
た
い
と
願
っ

て
い
る
親
孝
行
な
子
孫
は
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
状
況
に
安
ん
じ
る
こ

と
が
で
き
よ
う
か
。
ゆ
え
に
、
犯
罪
者
を
四
方
の
辺
境
に
追
放
し
、
遠
方

に
流
し
、
加
害
者
と
被
害
者
と
を
両
方
と
も
保
護
す
る
の
で
あ
る
。

【原
文
】

象
以
典
刑
。
此
一
句
乃
五
句
之
綱
領
、
諸
刑
之
総
括
、
猶
今
之
刑
、
皆

結
於
笞
杖
徒
流
絞
斬
也
。
凡
人
所
犯
合
墨
、
則
加
以
墨
刑
、
所
犯
合
劓
、

則
加
以
劓
刑
。
剕
宮
大
辟
皆
然
。
流
宥
五
刑
者
、
其
人
所
犯
、
合
此
五
刑
、

而
情
軽
可
恕
、
或
因
過
誤
、
則
全
其
支
體
、
不
加
刀
鋸
、
但
流
以
宥
之
、

屏
之
遠
方
、
不
与
同
(『
朱
子
語
類
』
巻
七
十
八
で
は
「
同
」
が
「
民
」

に
な
っ
て
い
る
。）
歯
。
如
五
流
有
宅
、
五
宅
三
居
之
類
、
是
也
。

鞭
作
官
刑
者
、
此
官
府
之
刑
、
猶
今
之
鞭
撻
吏
人
。
蓋
自
有
一
項
刑
、

専
(「
刑
専
」
を
『
書
経
大
全
』
巻
一
は
「
専
刑
」
に
作
る
。『
朱
子
語

類
』
巻
七
十
八
に
従
っ
て
も
と
の
ま
ま
に
し
た
。）
以
治
官
府
之
胥
吏

(「
吏
」
は
も
と
「
史
」
に
作
る
。『
朱
子
語
類
』
巻
七
十
八
に
従
っ
て
改

め
た
。
次
の
「
胥
吏
」
の
「
吏
」
も
同
じ
。）。
如
周
礼
治
胥
吏
鞭
五
百
鞭

三
百
之
類
。
扑
作
教
刑
。
此
一
項
学
官
之
刑
。
猶
今
之
学
舎
夏
楚
。
如
習

射
習
芸
、
春
秋
教
以
礼
楽
、
冬
夏
教
以
詩
書
。
凡
教
人
之
亊
、
有
不
率
者
、

則
用
此
刑
扑
之
。
如
侯
明
撻
記
之
類
、
是
也
。
金
作
贖
刑
、
謂
鞭
扑
二
刑

之
可
恕
者
、
則
許
用
金
以
贖
其
罪
。

如
此
解
釈
、
則
五
句
之
義
、
豈
不
粲
然
明
白
。
象
以
典
刑
之
軽
者
、
有

流
以
宥
之
。
鞭
扑
之
刑
之
軽
者
、
有
金
以
贖
之
。
流
宥
所
以
寛
五
刑
。
贖

刑
所
以
寛
鞭
扑
。
聖
人
斟
酌
損
益
、
低
昂
軽
重
、
莫
不
合
天
理
人
心
之
自

然
、
而
無
毫
釐
杪
(「
杪
」
は
も
と
「
抄
」
に
作
る
。『
書
経
大
全
』
巻
一

及
び
『
朱
子
語
類
』
巻
七
十
八
に
従
っ
て
改
め
た
。）
忽
之
差
。
所
謂
既

竭
心
思
焉
、
継
之
以
不
忍
人
之
政
者
。
如
何
説
聖
人
専
意
、
只
在
教
化
、

刑
非
所
急
。
聖
人
固
以
教
化
為
急
。
若
有
犯
者
、
須
以
此
刑
治
之
。
豈
得

置
而
不
用
。

問
、
贖
刑
非
古
法
。
曰
、
然
。
贖
刑
起
周
穆
王
。
古
之
所
謂
贖
刑
者
、

贖
鞭
扑
耳
。
夫
既
以
殺
人
傷
人
矣
。
又
使
之
得
以
金
贖
、
則
有
財
者
、
皆

可
以
殺
人
傷
人
。
而
無
辜
被
害
者
、
何
其
大
不
幸
也
。
且
殺
人
者
、
安
然

居
乎
郷
里
。
彼
孝
子
順
孫
之
欲
報
其
親
者
、
豈
肯
安
於
此
乎
。
所
以
屏
之

四
裔
、
流
之
遠
方
、
彼
此
両
全
之
也
。
(以
上
、
第
三
丁
裏
第
三
行
か
ら

第
四
丁
裏
第
九
行
。）

【訓
読
】

象あ
ら
わす

に
典
刑
を
以
て
す
。
此
の
一
句
は
乃
ち
五
句
の
綱
領
、
諸
刑
の
総

関
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括
な
り
。
猶
お
今
の
刑
、
皆
、
笞
杖
徒
流
絞
斬
に
結
す
る
が
ご
と
き
な
り
。

凡
そ
人
の
犯
す
と
こ
ろ
合ま

さ

に
墨
す
べ
け
れ
ば
、
則
ち
加
う
る
に
墨
刑
を
以

て
し
、
犯
す
と
こ
ろ
合
に
劓
す
べ
け
れ
ば
、
則
ち
加
う
る
に
劓
刑
を
以
て

す
。
剕
宮
大
辟
も
皆
然
り
。
流
も
て
五
刑
を
宥ゆ

る

す
、
と
は
、
其
の
人
の
犯

す
と
こ
ろ
此
の
五
刑
に
合
す
れ
ど
も
、
情
軽
く
恕
す
可
く
、
或
い
は
過
誤

に
因
れ
ば
、
則
ち
其
の
支
体
を
全
う
し
、
刀
鋸
を
加
え
ず
、
但
だ
流
し
て

以
て
之
れ
を
宥
し
、
之
れ
を
遠
方
に
屏
け
、
与と

も

に
歯
を
同
じ
く
せ
ず
。
五

流
は
宅
有
り
、
五
宅
は
三
居
す
、
の
類
の
如
き
是
れ
な
り
。

鞭
も
て
官
刑
を
作
す
、
と
は
、
此
れ
官
府
の
刑
、
猶
お
今
の
、
吏
人
を

鞭
撻
す
る
が
ご
と
し
。
蓋
し
自お

の
ずか
ら
一
項
の
刑
有
り
、
専
ら
以
て
官
府
の

胥
吏
を
治
む
。
周
礼
の
、
胥
吏
を
鞭
五
百
鞭
三
百
に
治
む
る
の
類
の
如
し
。

扑
も
て
教
刑
を
作
す
。
此
の
一
項
は
学
官
の
刑
、
猶
お
今
の
学
舎
の
夏
楚

の
ご
と
し
。
射
を
習
い
芸
を
習
い
、
春
秋
に
は
教
う
る
に
礼
楽
を
以
て
し
、

冬
夏
に
は
教
う
る
に
詩
書
を
以
て
す
る
が
如
き
、
凡
そ
人
を
教
う
る
の
事
、

率
わ
ざ
る
者
有
れ
ば
、
則
ち
此
の
刑
を
用
い
之
れ
を
扑
す
。
侯
明
撻
記
の

類
の
如
き
是
れ
な
り
。
金
も
て
贖
刑
を
作
す
、
と
は
、
鞭
扑
二
刑
の
恕
す

可
き
者
は
、
則
ち
金
を
用
い
以
て
其
罪
を
贖
う
こ
と
を
許
す
を
謂
う
。

此
く
の
如
く
解
釈
す
れ
ば
、
則
ち
五
句
の
義
、
豈
に
粲
然
と
し
て
明
白

な
ら
ざ
ら
ん
や
。
象あ

ら
わす
に
典
刑
を
以
て
す
る
の
軽
き
者
は
、
流
し
て
以
て

之
れ
を
宥ゆ

る

す
こ
と
有
り
。
鞭
扑
の
刑
の
軽
き
者
は
、
金
以
て
之
れ
を
贖
う

こ
と
有
り
。
流
も
て
宥
す
は
五
刑
を
寛ゆ

る

す
所
以
な
り
。
贖
刑
は
鞭
扑
を
寛

す
所
以
な
り
。
聖
人
、
斟
酌
し
て
損
益
し
、
低
昂
し
軽
重
す
る
は
、
天
理

人
心
の
自
然
に
合
わ
ざ
る
莫
く
し
て
、
毫
釐
杪
忽
の
差た

が

い
無
し
。
い
わ
ゆ

る
既
に
心
思
を
竭
く
し
て
之
れ
に
継
ぐ
に
人
に
忍
び
ざ
る
の
政
を
以
て
す

る
者
な
り
。
如い

何か

に
聖
人
、
意
を
専
ら
に
す
る
こ
と
只
だ
教
化
に
在
り
、

刑
は
急
と
す
る
と
こ
ろ
に
非
ず
と
説
か
ん
や
。
聖
人
は
固も

と

よ
り
教
化
を
以

て
急
と
為
す
。
若
し
犯
す
者
有
ら
ば
、
須
ら
く
此
の
刑
を
以
て
之
れ
を
治

む
べ
し
。
豈
に
置
き
て
用
い
ざ
る
を
得
ん
や
。

問
う
、
贖
刑
は
古
法
に
非
ざ
る
か
、
と
。
曰
わ
く
、
然
り
、
と
。
贖
刑

は
周
の
穆
王
に
起
こ
る
。
古
の
い
わ
ゆ
る
贖
刑
と
は
、
鞭
扑
を
贖
う
の
み
。

夫
れ
既
に
以
て
人
を
殺
し
人
を
傷
つ
く
。
又
た
之
れ
を
し
て
金
を
以
て
贖

う
こ
と
を
得
し
む
れ
ば
、
則
ち
財
有
る
者
は
皆
、
以
て
人
を
殺
し
人
を
傷

つ
く
可
し
。
而し

か

れ
ば
辜つ

み

無
く
し
て
害
を
被
る
者
、
何い

か

に
其
れ
大
不
幸
な
り

や
。
且
つ
人
を
殺
す
者
、
安
然
と
し
て
郷
里
に
居
る
。
彼か

の
孝
子
順
孫
の
、

其
の
親
に
報
い
ん
と
欲
す
る
者
、
豈
に
肯
て
此
れ
に
安
ん
ぜ
ん
や
。
之
れ

を
四
裔
に
屏し

り
ぞけ
、
之
れ
を
遠
方
に
流
し
、
彼
れ
此
れ
両ふ

た
つな
が
ら
之
れ
を
全

う
す
る
所
以
な
り
。

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
(四
）

一
五

(七
三
二
)



こ
の
部
分
、
即
ち
岩
村
藩
刊
本
の
第
三
丁
裏
第
三
行
か
ら
第
四
丁
裏
第

九
行
ま
で
は
、『
書
経
大
全
』
巻
一
か
ら
の
抜
書
き
で
あ
る
が
、『
書
経
大

全
』
の
そ
の
部
分
の
文
章
は
、『
朱
子
語
類
』
巻
七
十
八
、
尚
書
、
舜
典

の
文
章
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。『
朱
子
語
類
』
は
中
日
合
璧
本
(中
文

出
版
社
）
を
見
た
。

関
法

第
六
七
巻
三
号

一
六

(七
三
一
)


